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現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
動
向

磯
部　

靖

一　

問
題
の
所
在

本
稿
は
、
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
、
現
代
中
国
、
と
略
称
（
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
二
〇
〇
〇
年
代
以
降

の
研
究
を
総
括
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
行
わ
れ

た
主
要
な
研
究
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
主
要
な
論
点
、
主
た
る
研
究
対
象
、
主
な
研
究
手
法
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
数
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

紙
幅
の
関
係
上
、
そ
れ
ら
の
全
て
を
本
稿
に
お
い
て
網
羅
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
原
則
と
し
て
、
現
代
中

国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
の
進
展
に
寄
与
し
た
代
表
的
な
研
究
業
績
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
、
こ
の
分
野
の
近
年
の
研

究
動
向
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
原
則
に
従
い
本
稿
で
は
、
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
、
政
治
学
的
意
義
が
高
い
と
思
わ
れ
る
研
究
を
中
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心
に
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
ま
た
本
稿
に
お
い
て
は
、
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
地
方
内
政

治
あ
る
い
は
台
湾
・
香
港
・
マ
カ
オ
そ
の
も
の
の
分
析
に
主
眼
を
置
い
た
研
究
は
、
原
則
と
し
て
対
象
に
し
な
い
方
針
で
あ
る
。
な
お
、

本
稿
に
お
い
て
中
心
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
、
英
語
圏
、
中
国
語
圏
、
日
本
で
発
行
さ
れ
た
書
籍（
１
（で

あ
る
こ
と
を
付

言
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
方
針
に
基
づ
き
本
稿
で
は
、
以
下
、
欧
米
、
中
国
、
台
湾
、
日
本
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
研
究
動
向
を
考
察
し
、
最
後
に
、
本

稿
の
考
察
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
総
括
す
る
と
と
も
に
今
後
の
研
究
課
題
を
提
起
し
た
い
。

二　

欧
米
に
お
け
る
研
究
動
向

一
九
九
七
年
に
、
鄧
小
平
死
去
、
香
港
返
還
、
第
一
五
回
党
大
会
を
経
て
も
、
中
国
が
大
混
乱
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
任

哲
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鄧
小
平
亡
き
後
の
中
国
分
裂
へ
の
「
期
待
」
が
外
れ
て（

2
（

、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
急
速
に
、
中
央
・
地
方
関
係

に
つ
い
て
の
研
究
熱
は
冷
め
て
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
〇
年
代
を
中
心
に
欧
米
や
日
本
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
、
中
国
分
裂
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
の
「
期
待
」
が
外
れ
、
中
国
共
産
党
政
権
の
崩
壊
や
民
主
化
の
「
望
み
」
が
薄
れ
る
に

つ
れ
て
、
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
関
心
が
減
退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
に
中
央
・
地
方

関
係
に
つ
い
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
関
心
が
減
退
す
る
状
況
の
も
と
で
、
欧
米
に
お
い
て
行
わ
れ
た
研
究
動
向
に
つ
い

て
見
て
い
き
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
鄧
小
平
亡
き
後
の
中
国
分
裂
、
中
国
共
産
党
政
権
の
崩
壊
、
民
主
化
へ
の
「
期
待
」
や
「
望
み
」
が
薄
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
か
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
欧
米
に
お
け
る
研
究
関
心
は
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
中
央
・
地
方
関
係
か
ら
急
速
に
離



99

現代中国の中央・地方関係をめぐる近年の研究動向

れ
て
い
き
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
分
析
に
主
な
研
究
関
心
が
移
行
し
て
し
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
、
基
層
レ
ベ
ル
の
選
挙
は
民
主
化
に
つ
な

が
る
の
か
否
か
、
住
民
の
デ
モ
や
暴
動
は
中
国
共
産
党
政
権
の
基
盤
を
揺
る
が
す
の
か
と
い
う
よ
う
な
市
民
社
会
論
的
な
問
題
関
心
に

基
づ
き
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
事
例
研
究
が
数
多
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た（

3
（

。

し
か
し
、
現
地
調
査
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
研
究
に
は
、
基
層
レ
ベ
ル
で
の
実
態
解
明
に
重
き
を
置
き
過
ぎ
る
あ
ま
り
、
や
や
も
す

る
と
マ
ク
ロ
的
視
点
が
欠
け
、
中
国
全
体
の
動
向
を
考
察
す
る
上
で
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
有
意
性
が
あ
る
の
か
疑
問
が
残
る
。
こ
れ

ら
の
研
究
の
背
景
に
は
、
基
層
レ
ベ
ル
の
選
挙
や
住
民
の
デ
モ
や
暴
動
に
、
民
主
化
の
萌
芽
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
「
期
待
」
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
欧
米
型
民
主
主
義
を
規
準
と
し
た
バ
イ
ア
ス
が
濃
厚
な
市
民
社
会
論
的
視
点
を
中
国
研
究
に
援
用
す

る
こ
と
に
、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
意
義
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
も
、
欧
米
に
お
い
て
省
指
導
者
等
に
関
す
る
研
究
は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
取
り
立
て
て
目

新
し
い
知
見
は
提
起
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
学
術
的
に
有
意
な
新
奇
性
は
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い（

4
（

。

三　

中
国
に
お
け
る
研
究
動
向

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
中
国
本
土
で
行
わ
れ
た
研
究
は
圧
倒
的
な
存
在
感
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
に
お
け
る
研
究

は
、
政
治
的
制
約
や
独
特
の
研
究
風
土
に
よ
り
、
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
は
い
る
も
の
の
、
新
し
い
研
究
分
野
の
開
拓
や
研
究
の
深
化

に
対
し
て
、
多
大
な
る
貢
献
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
は
評
価
に
値
す
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
中
国
で
行
わ
れ
た
研
究
は
か
な
り

の
数
に
な
る
た
め
、
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
を
地
方
主
義
批
判
、
新
た
な
研
究
分
野
の
開
拓
、
研
究
の
深
化
、
基
層
レ
ベ
ル
に
関
す
る
研

究
で
の
成
果
、
地
方
行
政
区
画
の
研
究
に
分
類
し
て
考
察
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
中
国
に
お
け
る
研
究
に
見
受
け
ら
れ
る
問
題
点
に
つ
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い
て
言
及
し
た
い
。

（
１
）
地
方
主
義
批
判

一
九
九
〇
年
代
か
ら
引
き
続
き
、
地
方
主
義
批
判
を
行
い
現
政
権
に
よ
る
再
集
権
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
依
然
と
し
て
一

定
の
割
合
で
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
金
太
軍
や
趙
暉
ら
は
「
地
方
悪
玉
論
」
的
観
点
に
基
づ
き
、
経
済
発
展
に
は
中
央
と
地
方

双
方
の
積
極
性
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
原
則
論
と
中
央
へ
の
再
集
権
の
正
当
性
を
主
張
す
る
の
み
で
、
そ
の
論
拠
を
実
証
的
に

検
証
し
て
お
ら
ず
、
導
き
出
さ
れ
た
知
見
に
新
奇
性
は
見
受
け
ら
れ
な
い（

5
（

。
ま
た
、
劉
亜
平
は
地
方
の
“
身
勝
手
な
”
競
争
意
識
を
批

判
し
た
上
で
、
中
央
の
権
限
を
強
め
、
地
方
間
の
競
争
を
統
制
す
る
必
要
性
を
提
起
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
原
則
論
、
規
範
論
を

基
調
と
し
て
い
て
、
仮
説
の
実
証
的
検
証
プ
ロ
セ
ス
が
欠
如
し
て
お
り
、
示
さ
れ
た
知
見
に
新
奇
性
は
な
い（

6
（

。
汪
偉
全
も
「
地
方
悪
玉

論
」
的
視
点
に
基
づ
き
、
地
方
を
一
枚
岩
と
見
な
し
批
判
し
て
い
る（

7
（

。
そ
こ
で
は
、
全
て
の
問
題
が
地
方
の
責
任
に
付
さ
れ
、
地
方
を

い
か
に
統
制
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る（

8
（

。

（
２
）
新
た
な
研
究
分
野
の
開
拓

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
中
国
に
お
け
る
研
究
に
も
興
味
深
い
視
点
を
提
起
す
る
も
の
が
現
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
多
く

は
、
タ
イ
ト
ル
や
着
眼
点
は
魅
力
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
結
論
を
実
証
的
に
論

証
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
欠
如
し
て
い
た
り
す
る
た
め
、
羊
頭
狗
肉
の
感
が
否
め
な
い
も
の
が
多
い
。
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た
と
え
ば
、
張
緊
跟
の
『
当
代
中
国
政
府
間
関
係
導
論
』
は
、
中
央
・
地
方
関
係
の
制
度
的
枠
組
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
い
る

点
は
評
価
で
き
る
が
、
形
式
論
に
終
始
し
て
い
て
、
あ
く
ま
で
も
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
い
る
だ
け
で
内
容
面
で
の
新
奇
性
は
な
い（

9
（

。

同
じ
く
張
緊
跟
の
『
当
代
中
国
政
府
間
横
向
関
係
協
調
研
究
』
は
、
地
方
政
府
間
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
、
地
方
間
の
発
展
競
争
が
経

済
の
過
熱
、
地
方
保
護
主
義
、
重
複
建
設
を
招
い
た
と
し
て
批
判
す
る
と
と
も
に
、
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
概
念
の
整
理
や
モ
デ
ル
の

構
築
、
政
策
提
言
を
行
っ
て
い
る（

（1
（

。
一
方
、
張
志
紅
の
『
当
代
中
国
政
府
間
縦
向
関
係
研
究
』
は
、
中
央
と
地
方
の
縦
の
関
係
に
焦
点

を
当
て
て
い
る
点
は
興
味
深
い
も
の
の
、
内
容
的
に
は
形
式
論
、
常
識
論
に
終
始
し
て
お
り
、
提
起
さ
れ
た
知
見
に
学
術
的
に
有
意
な

新
奇
性
は
乏
し
い（

（（
（

。

馮
興
元
の
『
地
方
政
府
競
争
―
理
論
範
式
、
分
析
框
架
与
実
証
研
究
』
は
、
分
税
制
お
よ
び
税
費
改
革
後
の
県
・
郷
間
の
問
題
を
取

り
上
げ
、
基
層
レ
ベ
ル
で
は
上
級
政
府
に
よ
り
財
源
が
回
収
さ
れ
る
一
方
で
、
与
え
ら
れ
る
任
務
は
増
え
て
い
る
矛
盾
を
指
摘
し
た
点

や
、
財
政
連
邦
主
義
の
議
論
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る（

（1
（

。
そ
の
一
方
で
、
先
行
研
究
の
ま
と
め
や
抽
象
的
な

モ
デ
ル
の
構
築
お
よ
び
概
念
規
定
に
終
始
し
て
、
仮
説
を
実
証
的
に
検
証
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
欠
如
し
て
い
る
点
は
悔
や
ま
れ
る
。
江
曙

霞
等
に
よ
る
『
改
革
開
放
中
的
地
方
政
府
―
廈
門
変
遷
三
〇
年
標
本
考
察
』
は
、
な
ぜ
廈
門
は
経
済
発
展
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
に

関
す
る
事
例
研
究
を
行
っ
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
論
は
、
廈
門
の
幹
部
が
廈
門
の
諸
条
件
を
踏
ま
え
て
問
題
を
解
決
し
て

い
っ
た
か
ら
こ
そ
、
経
済
発
展
に
成
功
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
学
術
的
に
有
意
な
新
奇
性
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。そ

れ
以
外
に
、
中
央
・
地
方
関
係
の
法
制
化
や
憲
政
と
の
関
連
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
へ
の
取
り
組
み
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た（

（1
（

。
こ
の
分
野
の
研
究
は
ま
だ
蓄
積
が
少
な
い
た
め
、
今
後
の
研
究
の
進
展
を
期
待
し
た
い
。



102

（
３
）
研
究
の
深
化

以
上
の
よ
う
に
、
タ
イ
ト
ル
や
視
点
は
魅
力
的
で
あ
る
も
の
の
、
内
実
が
伴
っ
て
い
な
い
研
究
が
大
半
を
占
め
る
一
方
で
、
研
究
の

深
化
に
寄
与
す
る
意
義
深
い
研
究
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
周
振
超
の
『
当
代
中
国
政
府
“
条
塊
関
係
”

研
究
』
は
、
二
元
指
導
体
制
に
つ
い
て
の
包
括
的
研
究
書
と
し
て
極
め
て
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る（

（1
（

。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、

改
革
・
開
放
期
以
降
、
地
方
分
権
が
行
わ
れ
て
地
方
が
強
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
江
沢
民
政
権
下
で
再
集
権
が
行
わ
れ
中
央
が
再
び
強

く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
ゼ
ロ
サ
ム
的
見
方
を
前
提
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
改
革
・
開
放
期
以
降
も
厳
然
と
し
て
存

在
し
て
い
る
二
元
指
導
体
制
に
つ
い
て
、
包
括
的
研
究
を
行
っ
た
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。

周
に
よ
れ
ば
、
二
元
指
導
体
制
は
政
治
的
統
治
と
行
政
管
理
の
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
存
続
し
て
き
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
す
な
わ

ち
、
統
治
の
面
で
の
高
度
集
中
の
必
要
性
と
行
政
管
理
の
面
で
の
分
散
の
必
要
性
へ
の
認
識
が
、
二
元
指
導
体
制
の
成
立
と
存
続
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
周
に
よ
れ
ば
、
二
元
指
導
体
制
に
よ
っ
て
、
国
家
統
合
と
地
方
の
活
力
の
両
立
が
目

指
さ
れ
て
き
た
が
、
現
実
に
は
統
治
の
側
面
が
優
先
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
を
持
つ
二
元
指
導
体
制

は
、
状
況
に
応
じ
て
統
治
と
管
理
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
つ
つ
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
二
元
指
導
体
制
下
の
調
整
だ
け
で
は
限
界
が
あ

り
、
将
来
的
に
は
民
主
化
に
よ
る
外
部
監
督
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
と
周
は
結
論
付
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
二
元
指
導
体
制
の
問
題
と
も
関
連
し
て
李
瑞
昌
の
『
政
府
間
網
絡
治
理
―
垂
直
管
理
部
門
与
地
方
政
府
間
関
係
研
究
』

は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
で
あ
っ
た
垂
直
管
理
部
門
に
関
す
る
包
括
的
研
究
を
行
っ
て
い
る
点
が
高
く
評
価
で
き
る（

（1
（

。
李
は

な
ぜ
垂
直
管
理
部
門
が
必
要
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
垂
直
管
理
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
垂
直
管
理
部
門
・
地
方
政
府
・
企
業
・
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民
衆
の
間
で
は
ど
の
よ
う
に
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か（

（1
（

、
垂
直
管
理
部
門
は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
良
い
の
か

と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
垂
直
管
理
部
門
に
関
す
る
概
念
規
定
を
行
う
と
と
も
に
、
税
関
、
金

融
管
理
、
環
境
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
を
事
例
と
し
て
、
垂
直
管
理
部
門
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
李
は
、
垂
直
管
理
部
門
が
多
過
ぎ
る
と
地
方
の
活
力
が
失
わ
れ
、
垂
直
管
理
部
門
に
よ
る
統
制
が
強
過
ぎ
る

と
官
僚
組
織
内
に
お
け
る
腐
敗
や
不
作
為
が
増
え
る
と
し
て
、
垂
直
管
理
部
門
の
設
置
は
必
要
性
の
高
い
分
野
に
の
み
限
定
す
べ
き
で

あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。
ま
た
、
垂
直
管
理
部
門
そ
の
も
の
を
監
督
で
き
な
い
問
題
を
指
摘
す
る
と
と
も
に（

（1
（

、
地
方
に
お
け
る

中
央
所
属
企
業
の
“
独
立
王
国
化
”
の
問
題
も
明
ら
か
に
し
た（

11
（

。

馬
斌
の
『
政
府
間
関
係
：
権
力
配
置
与
地
方
治
理
―
基
於
省
、
市
、
県
政
府
間
関
係
的
研
究
』
は
、
江
沢
民
政
権
以
降
に
推
進
さ
れ

た
再
集
権
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た（

1（
（

。
た
と
え
ば
、
分
税
制
の
導
入
、
人
事
異
動
の
短
期
化
、
垂
直
管
理
部
門
拡
充
に
起
因
す
る
問
題

を
指
摘
し
、
再
集
権
が
県
レ
ベ
ル
以
下
に
様
々
な
矛
盾
を
も
た
ら
し
た
結
果
、
最
も
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
基
層
レ
ベ
ル
に
お
い

て
は
、
自
衛
策
と
し
て
“
乱
収
費
”
等
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
っ
て
い
る
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
徐
現
祥
と
王
賢
彬
の
『
中
国
地
方

官
員
治
理
的
増
長
績
効
』
は
、
省
指
導
者
の
属
性
や
経
歴
等
に
つ
い
て
の
統
計
分
析
を
行
い（

11
（

、
各
地
方
の
経
済
発
展
の
要
因
に
は
、
省

指
導
者
に
対
す
る
人
事
評
価
の
仕
組
み
が
あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。
ま
た
、
省
指
導
者
の
人
事
異
動
を
頻
繁
に
行
い
過
ぎ
る
と
、

政
策
の
安
定
性
や
連
続
性
が
確
保
で
き
な
く
な
る
た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
経
済
発
展
に
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
と
指
摘
し
た（

11
（

。

（
４
）
基
層
レ
ベ
ル
に
関
す
る
研
究
で
の
成
果

中
国
に
お
け
る
研
究
は
、
実
態
の
解
明
よ
り
も
、
概
念
規
定
や
抽
象
的
な
モ
デ
ル
の
構
築
、
政
策
提
言
に
主
眼
が
置
か
れ
る
傾
向
が
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強
い
が
、
基
層
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
は
、
詳
細
な
事
例
研
究
を
行
い
、
実
態
の
解
明
に
寄
与
し
て
い
る
も
の
も
現
れ
て

き
た
。

た
と
え
ば
、
雷
志
宇
の
『
中
国
県
郷
政
府
間
関
係
研
究
―
以
Ｊ
県
為
個
案
』
は
、
県
・
郷
関
係
の
事
例
研
究
を
通
じ
て
、
江
沢
民
政

権
以
降
の
再
集
権
に
よ
る
矛
盾
を
、
県
は
郷
に
押
し
付
け
て
い
る
実
態
を
明
ら
か
に
し
た（

11
（

。
そ
う
し
て
、
従
来
、
農
村
に
お
け
る
“
乱

収
費
”
等
の
問
題
を
、“
地
方
の
エ
ゴ
”
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、「
地
方
悪
玉
論
」
的
な
視
点
か
ら
批
判
し
、
中
央
へ
の
再

集
権
を
正
当
化
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
雷
の
研
究
は
、
再
集
権
に
よ
っ
て
問
題
は
解
決
し
な
い
と
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。

そ
の
根
拠
と
し
て
雷
は
、
分
税
制
の
導
入
以
降
、“
乱
収
費
”
の
問
題
が
深
刻
化
し
た
た
め
、
税
費
改
革
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

農
村
が
抱
え
る
財
源
不
足
の
問
題
は
解
決
で
き
て
い
な
い
と
し
て
、
基
層
レ
ベ
ル
に
対
す
る
締
め
付
け
を
強
め
て
も
、
財
源
が
な
け
れ

ば
時
と
し
て
自
衛
策
と
し
て
の
不
正
行
為
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
い
現
実
が
あ
る
と
強
調
し
た
。

そ
の
ほ
か
雷
は
、
改
革
・
開
放
期
以
降
、
何
度
機
構
改
革
を
行
っ
て
も
、
県
と
郷
の
関
係
は
計
画
経
済
時
代
と
基
本
的
に
は
変
わ
っ

て
お
ら
ず（

11
（

、
二
元
指
導
体
制
の
下
、
県
に
よ
る
縦
割
り
統
制
や
垂
直
管
理
部
門
の
存
在
に
よ
っ
て
、
郷
は
縦
割
り
に
分
断
さ
れ
て
い
る

た
め
、
郷
指
導
者
の
権
限
は
限
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
策
執
行
に
あ
た
っ
て
郷
指
導
者

は
党
委
書
記
と
し
て
の
権
限
で
郷
を
強
引
に
ま
と
め
る
し
か
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
郷
指
導
者
は
兼
職
が
多
く
、
組
織
が
未
分
化
な

た
め
、
実
施
さ
れ
る
政
策
に
は
郷
指
導
者
個
人
の
資
質
が
反
映
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
、
雷
は
指
摘
し
た
。

同
様
に
、
葉
貴
仁
も
郷
（
鎮
（
指
導
者
に
焦
点
を
当
て
権
限
と
責
任
の
齟
齬
に
起
因
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
再
集
権
に
よ
り
権

限
は
上
級
部
門
に
回
収
さ
れ
る
一
方
で
、
依
然
と
し
て
過
重
な
任
務
が
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
矛
盾
を
指
摘
し
た（

11
（

。
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（
５
）
地
方
行
政
区
画
の
研
究

改
革
・
開
放
期
以
降
、
経
済
発
展
や
行
政
効
率
の
観
点
か
ら
、
い
か
に
行
政
区
画
を
合
理
的
な
も
の
に
改
革
し
て
い
く
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
数
多
く
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
浦
善
新
の
『
中
国
行
政
区
劃
改
革
研
究
』
や
田
穂

生
・
羅
輝
・
曾
偉
ら
の
『
中
国
行
政
区
劃
概
論
』
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
賀
曲
夫
の
『
中
国
当
代
省
制
改
革
展
望
』
で

は
、
清
末
以
来
議
論
さ
れ
て
き
た
「
分
省
論
」
や
「
廃
省
論
」
と
の
連
続
性
の
観
点
か
ら
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
省
レ
ベ
ル
の
行
政
区

画
を
め
ぐ
る
議
論
を
位
置
づ
け
て
い
る（

11
（

。

そ
れ
ら
の
議
論
に
関
連
し
て
趙
聚
軍
は
、
政
治
的
側
面
か
ら
、
行
政
区
画
の
国
家
統
合
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
れ
を

踏
ま
え
、
行
政
区
画
の
改
革
は
、
経
済
発
展
や
行
政
効
率
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
権
力
の
再
配
分
に
か
か
わ
る
問
題
と

し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
、
趙
は
主
張
し
た（

11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
趙
は
近
年
展
開
さ
れ
て
い
る
省
制
改
革
を
め
ぐ
る
論
争（

11
（

を
踏
ま
え
て
、
行
政
区
画
が
持
つ
国
家
統
合
の
面
で
の
重
要

性
に
鑑
み
、
経
済
発
展
や
行
政
効
率
の
観
点
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
省
制
改
革
の
議
論
に
つ
い
て
否
定
的
な
見
方
を
提
起
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
趙
に
よ
れ
ば
、
行
政
区
画
の
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
は
国
家
統
合
の
観
点
を
最
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
経
済
発
展
や

行
政
効
率
の
必
要
性
を
根
拠
と
し
て
近
年
主
張
さ
れ
て
い
る
「
分
省
論
」
や
「
廃
省
論
」
に
対
し
て
は
批
判
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い

る
。そ

の
一
方
で
趙
は
、「
分
省
」
や
「
廃
省
」
は
全
国
一
斉
に
行
う
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
漸
進
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
論

じ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
趙
は
、
現
在
の
省
や
自
治
区
は
規
模
や
権
限
が
大
き
過
ぎ
る
た
め
、
直
轄
市
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
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の
統
制
力
を
強
め
る
べ
き
で
あ
る
と
も
主
張
し
た
。

（
６
）
研
究
の
問
題
点

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
中
国
に
お
け
る
研
究
は
、
欧
米
や
日
本
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
発
展
を
遂
げ
た
と
言
え
よ

う
。
た
だ
し
、
中
国
に
お
け
る
研
究
は
、
依
然
と
し
て
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
第
一
に
、
現
状
と
し
て
は
、
た
だ
単
に
先
行
研

究
を
ま
と
め
た
だ
け
で
、
オ
リ
ジ
ナ
テ
ィ
が
欠
如
し
た
研
究
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
。
第
二
に
、
研
究
ス
タ
イ
ル
の
問
題
と
し
て
、

実
態
の
解
明
よ
り
も
、
理
論
や
概
念
の
整
理
、
抽
象
的
な
モ
デ
ル
の
構
築
、
政
策
提
言
が
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
中
国
に
お
け
る
大
部
分
の
研
究
に
お
い
て
は
、
概
念
規
定
や
抽
象
的
な
理
論
・
モ
デ
ル
の
構
築
そ
し
て
政
策
提
言
に
主
眼
が
置
か

れ
て
お
り
、
実
態
の
解
明
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
。
確
か
に
、
理
論
や
モ
デ
ル
の
構
築
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
、
実
態
の
解
明
を
通
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

1（
（

。
第
三
に
、
事
例
研
究
を
通
じ
た
仮
説
の
検
証
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が

欠
如
し
た
研
究
が
大
部
分
で
あ
る
点
が
悔
や
ま
れ
る
。
実
証
研
究
と
称
す
る
研
究
に
お
い
て
さ
え
も
、
事
例
は
コ
ラ
ム
的
に
紹
介
さ
れ

る
の
み
で
あ
り
、
実
証
研
究
の
名
に
値
し
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
一
方
で
、
基
層
レ
ベ
ル
の
研
究
に
関
し
て
は
、
事
例
研
究

を
通
じ
て
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
。
第
四
に
、
大
部
分
の
研
究
に

お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
“
治
理
”
と
い
う
視
点
か
ら
中
央
・
地
方
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
地
方
を
い
か
に
統
治
す
べ
き
か
と
い
う

政
策
志
向
が
強
過
ぎ
、
価
値
中
立
的
な
学
術
研
究
と
は
言
い
難
い
「
地
方
悪
玉
論
」
的
視
点
に
基
づ
い
て
、
地
方
主
義
批
判
が
展
開
さ

れ
、
中
央
へ
の
再
集
権
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
問
題
が
あ
る
。
第
五
に
、
政
治
的
制
約
か
ら
、
中
国

共
産
党
内
部
の
権
力
分
析
は
ダ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
政
策
過
程
の
分
析
が
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
議
論
に
説
得
力
が
欠
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け
て
し
ま
っ
て
い
る
。

四　

台
湾
に
お
け
る
研
究
動
向

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
台
湾
に
お
い
て
も
、
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
学
術
的
に
意
義
の
大
き
い
研
究
が
見
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
台
湾
に
お
け
る
研
究
の
特
徴
と
し
て
は
、
政
治
学
的
手
法
を
踏
ま
え
た
実
証
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
点
を
指
摘

で
き
よ
う
。
ま
た
、
中
国
本
土
と
は
違
い
、
中
国
共
産
党
内
部
の
権
力
分
析
は
タ
ブ
ー
で
な
い
た
め
、
学
術
的
に
レ
ベ
ル
が
極
め
て
高

い
研
究
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

た
と
え
ば
、
陳
政
一
の
『
九
十
年
代
以
来
中
国
大
陸
地
方
政
府
貪
腐
現
象
』
は
、
先
行
研
究
や
政
治
学
的
手
法
を
踏
ま
え
た
上
で
、

分
税
制
は
本
来
、
中
央
の
地
方
に
対
す
る
統
制
を
強
め
て
、
地
方
主
義
の
問
題
を
克
服
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
導
入
さ
れ
た
が
、
実
際

に
は
分
税
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
地
方
に
お
け
る
腐
敗
問
題
が
深
刻
化
し
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
た（

11
（

。
蔡
文
軒
の
『
中
共
政
治
改
革
的

邏
輯
―
四
川
、
広
東
、
江
蘇
的
個
案
比
較
』
は
、
な
ぜ
政
治
改
革
の
地
方
差
は
生
じ
る
の
か
、
た
と
え
ば
、
地
方
に
よ
っ
て
政
治
改
革

の
力
点
に
基
層
選
挙
あ
る
い
は
行
政
改
革
と
い
う
よ
う
な
差
異
が
生
じ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
四
川
省
、
広
東

省
、
江
蘇
省
に
お
け
る
政
治
改
革
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
通
じ
て
、
以
下
の
知
見
を
明
ら
か
に
し
た（

11
（

。
第
一
に
、
特
定
の
省
の
指
導
者

が
政
治
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
要
因
は
、
省
指
導
者
の
業
績
追
求
と
中
央
指
導
者
と
の
派
閥
関
係
で
あ
る
と
の
見
方
を
提
起
し

た（
11
（

。
た
と
え
ば
、
胡
錦
濤
総
書
記
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
省
指
導
者
に
は
政
治
改
革
を
推
進
す
る
任
務
が
与
え
ら
れ
る
一
方
で
、
何

か
問
題
が
起
こ
っ
た
場
合
で
も
胡
錦
濤
か
ら
の
指
示
を
忠
実
に
実
行
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
の
理
由
で
免
責
さ
れ
る
公
算
が
強
い
た
め
に
、

政
治
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
め
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
条
件
と
し
て
、
中
央
指
導
者
か
ら
の
支
持
、
省
指
導
者
お
よ
び
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基
層
幹
部
の
意
欲
な
ど
が
揃
っ
て
初
め
て
、
政
治
改
革
は
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

二
〇
〇
五
年
以
降
の
四
川
省
、
二
〇
〇
九
年
以
降
の
広
東
省
、
二
〇
〇
四
年
以
降
の
江
蘇
省
は
、
政
治
改
革
を
行
う
た
め
の
条
件
が
整

っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
第
二
に
、
政
治
改
革
の
内
容
面
で
の
地
方
差
が
現
れ
る
要
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
が
抱
え
る
課
題
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
四
川
省
は
基
層
レ
ベ
ル
に
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
、
基
層
選
挙
に
力
点
が
置
か
れ
た
と
言
わ
れ

る
。
一
方
、
広
東
省
は
経
済
発
展
の
た
め
に
、
行
政
改
革
が
中
心
的
に
取
り
組
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
江
蘇
省
で
は
経
済
発
展

が
原
因
と
な
っ
て
政
治
改
革
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
時
、
省
党
委
書
記
で
あ
っ
た
李
源
潮
が
胡
錦
濤
総
書
記
と
の
緊
密
な
関
係

ゆ
え
に
、
政
治
改
革
推
進
の
指
示
を
受
け
た
こ
と
が
主
た
る
要
因
で
あ
っ
て
、
経
済
発
展
が
政
治
改
革
に
結
び
付
い
た
わ
け
で
は
な
い

と
の
見
方
が
提
起
さ
れ
た
。

五　

日
本
に
お
け
る
研
究
動
向

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
日
本
に
お
い
て
も
若
手
の
研
究
者
が
輩
出
し
、
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
に
新
し
い
展
開
が
見
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
者
の
特
徴
と
し
て
は
、
中
国
分
裂
へ
の
「
期
待
」
や
民
主
化
へ
の
「
思
い
入
れ
」
と
い
う

よ
り
も
、
学
術
的
観
点
か
ら
中
央
・
地
方
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
志
向
が
強
い
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
比
較
政
治
学
や
新
制

度
派
経
済
学
等
の
手
法
を
援
用
し
て
、
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
特
筆
す
べ
き
は
、
毛
沢
東
時
代
は
中
央
集
権
的
で
あ
る
一
方
で
、“
趙
紫
陽
時
代
”
は
地
方
分
権
的
に
な
り
、
江
沢
民
政
権
下
で

は
再
集
権
が
図
ら
れ
た
と
す
る
中
央
集
権
と
地
方
分
権
の
サ
イ
ク
ル
論
的
な
見
方
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
中
央
・
地
方
関
係
を

捉
え
切
れ
な
い
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
て
、
従
来
の
サ
イ
ク
ル
論
を
止
揚
し
、
地
方
分
権
を
し
て
も
分
裂
せ
ず
、
再
集
権
を
し
て
も
地
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方
主
義
の
問
題
を
根
絶
で
き
な
い
背
景
を
分
析
し
よ
う
と
い
う
問
題
意
識
の
下
で
の
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
王
保
林
は
、
と
り
わ
け
一
九
八
〇
年
代
末
以
降
問
題
視
さ
れ
て
き
た
地
方
保
護
主
義
や
「
諸
侯
経
済
」
の
特
徴
と
し
て

の
市
場
分
断
を
分
析
し
、
そ
の
原
因
、
手
段
な
ど
の
分
類
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
地
方
政
府
に
よ
る
多
岐
に
わ
た
る
介
入
行
為
の
問
題

点
を
指
摘
し
た（

11
（

。
市
場
分
断
を
「
地
方
悪
玉
論
」
的
な
観
点
か
ら
捉
え
て
い
た
従
来
の
研
究
と
は
一
線
を
画
し
、
王
の
研
究
に
お
い
て

は
、
地
方
保
護
主
義
や
「
諸
侯
経
済
」
の
問
題
を
市
場
分
断
と
い
う
観
点
か
ら
経
済
学
的
に
分
析
し
た
点
は
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
地

方
政
府
に
よ
る
市
場
分
断
に
つ
い
て
の
概
念
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、
事
例
研
究
を
行
っ
た
点
も
評
価
に
値
す
る
。

張
忠
任
は
財
政
に
お
け
る
集
権
と
分
権
の
概
念
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、
予
算
外
資
金
の
総
合
的
分
析
を
行
っ
た（

11
（

。
ま
た
、
従
来
、

変
化
の
側
面
が
過
度
に
強
調
さ
れ
て
き
た
財
政
請
負
制
と
分
税
制
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
連
続
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に（

11
（

、
通

説
と
は
一
線
を
画
し
、
実
際
に
は
、
財
政
請
負
制
の
も
と
で
、
中
央
財
政
の
割
合
が
増
え
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
従
来
の
説

と
は
異
な
り
、
財
政
請
負
制
の
も
と
で
、
省
間
の
格
差
は
縮
ま
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
税
制
の
導
入
に
よ
り
逆
に
拡
大
し
て

し
ま
っ
た
と
の
見
方
も
提
起
し
た
。
こ
れ
ら
の
知
見
は
、
通
説
に
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
大
変
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。梶

谷
懐
は
『
現
代
中
国
の
財
政
金
融
シ
ス
テ
ム
』
の
中
で
、
市
場
経
済
化
以
降
の
中
国
経
済
の
動
態
を
、
中
央
・
地
方
関
係
の
展
開

に
焦
点
を
当
て
つ
つ
分
析
し
た（

11
（

。
任
哲
は
『
中
国
の
土
地
政
治
』
に
お
い
て
、
中
央
の
政
策
が
効
果
を
発
揮
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い

う
問
題
意
識
の
も
と
に（

11
（

、
不
動
産
バ
ブ
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
べ
く
事
例
研
究
を
行
っ
た
。
任
は
従
来
の
研
究
の
問
題
点
を

踏
ま
え
て
、
分
税
制
導
入
以
降
の
変
化
へ
の
着
目
の
必
要
性（

11
（

や
基
層
レ
ベ
ル
を
含
め
た
分
析
の
重
要
性
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
中
央

は
分
税
制
の
導
入
や
人
事
権
の
行
使
に
よ
り
、
地
方
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
め
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
地
方
で
は
税
収
不
足
や

政
策
の
短
期
化
が
深
刻
化
し
、
そ
の
結
果
、
不
動
産
バ
ブ
ル
を
招
い
た
と
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。
三
宅
康
之
は
『
中
国
・
改
革
開
放



110

の
政
治
経
済
学
』
に
お
い
て
、“
合
理
的
選
択
新
制
度
論
”
を
援
用
し
て（

1（
（

地
方
指
導
者
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
三
宅
は
改

革
・
開
放
政
策
の
展
開
過
程
に
お
け
る
地
方
指
導
者
の
役
割（

11
（

、
中
央
の
地
方
へ
の
依
存
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
制
の
有
効
性
な

ど
を
強
調
し
た（

11
（

。
磯
部
靖
は
『
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
』
の
中
で
、
改
革
・
開
放
期
以
降
の
広
東
省
で
行
わ
れ
た
地
方
分
権
を

め
ぐ
る
中
央
・
地
方
関
係
の
展
開
を
、
省
指
導
者
の
役
割
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
、
従
来
の
地
方
主
義
批
判
の
問
題
点
を
明
ら
か
に

し
た（

11
（

。

六　

結
語

以
上
、
本
稿
で
は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
行
わ
れ
た
主
要
な
研
究
を
考
察
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
主
要
な
論
点
、
主
た
る
研
究
対
象
、
主
な
研
究
手
法
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の
時
期
の
研
究
は
、
一
九

九
七
年
に
、
鄧
小
平
死
去
、
香
港
返
還
、
第
一
五
回
党
大
会
を
経
て
も
、
中
国
が
大
混
乱
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
任
哲
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
鄧
小
平
亡
き
後
の
中
国
分
裂
へ
の
「
期
待
」
が
外
れ
て（

11
（

、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
急
速
に
、
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い

て
の
研
究
熱
が
冷
め
て
行
っ
た
状
況
下
に
行
わ
れ
た
も
の
の
、
と
り
わ
け
中
国
や
日
本
に
お
い
て
、
研
究
の
広
が
り
、
深
度
、
詳
細
さ

に
お
い
て
有
意
義
な
進
展
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
補
足
と
し
て
、
連
邦
制
を
め
ぐ
る
議
論
の
進
展
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
に
は

財
政
面
か
ら
連
邦
主
義
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
、
厳
家
其
ら
が
提
起
し
た
議
論（

11
（

を
発
展
さ
せ
、

呉
稼
祥
が
民
主
化
と
の
関
連
か
ら
連
邦
制
へ
の
移
行
の
必
要
性
を
主
張
し
た（

11
（

。
劉
迪
は
清
末
以
降
の
中
国
に
お
け
る
連
邦
主
義
の
受
容

の
さ
れ
方
を
研
究
し
、
連
邦
制
へ
の
将
来
的
な
移
行
の
可
能
性
を
考
察
し
た（

11
（

。
鄭
永
年
は
“
制
度
化
な
き
連
邦
制
”
あ
る
い
は
“
事
実
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上
の
連
邦
制
”
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
革
・
開
放
期
以
降
の
中
央
・
地
方
関
係
の
展
開
を
研
究
し
た（

11
（

。

以
下
、
本
稿
の
結
び
と
し
て
、
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
一
九
九
〇
年
代
ま
で
に
行
わ
れ
た
研
究
と
関
連
付
け
な
が

ら
、
こ
の
分
野
で
展
開
さ
れ
て
き
た
研
究
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
研
究
課
題
と
展
望
を
論
じ
た
い
。

現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
中
国
の
情
勢
変
化
に
応
じ
て
、
問
題
関
心
や
研
究
手
法
が
変
遷
し
て
き
た
が
、

一
貫
し
た
学
術
的
問
題
関
心
は
地
方
の
自
律
性
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
中
心
的
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、
政
治
体
制
論
、
政
治
過
程
論
、
合
理
的
選
択
論
、
新
制
度
派
経
済
学
な
ど
様
々
な
研
究
手
法
が
援
用
さ
れ
つ
つ
、
現
代
中
国
の

中
央
・
地
方
関
係
の
実
態
解
明
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

欧
米
で
の
研
究
の
先
駆
的
功
績
は
大
い
に
評
価
す
る
に
値
す
る
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
欧
米
で
は
、
現
代
中
国
の
政
治
体
制
や
政

策
過
程
の
実
態
解
明
と
い
う
学
術
的
観
点
か
ら
、
地
方
の
自
律
性
を
め
ぐ
っ
て
有
意
義
な
研
究
が
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
民
主
化
へ
の
期
待
と
い
う
「
過
度
の
思
い
入
れ（

11
（

」
が
背
景
に
あ
っ
て
か
、“
趙
紫
陽
時
代
”
の
地
方
分
権
を
過

大
評
価
す
る
一
方
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
多
く
の
研
究
者
は
天
安
門
事
件
以
降
の
事
態
の
推
移
に
戸
惑
い
沈
黙
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
近
年
で
は
、
問
題
関
心
が
市
民
社
会
論
的
観
点
に
立
脚
し
た
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
分
析
に
特
化
さ
れ
る
傾
向
が
強

ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

中
国
本
土
に
お
け
る
研
究
の
多
く
は
、
そ
の
体
制
的
要
因
の
た
め
極
め
て
政
策
志
向
が
強
く
、
地
方
主
義
批
判
や
再
集
権
の
正
当
性

を
主
張
す
る
こ
と
が
自
己
目
的
化
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
学
術
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
現
政
権
の
政
策
を
正
当
化
す
る

た
め
の
理
論
的
裏
付
け
と
い
う
き
ら
い
の
強
い
主
張
が
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た（

1（
（

。
ま
た
、
研
究
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
、
概
念
の
整
理
、

抽
象
的
な
モ
デ
ル
の
構
築
、
政
策
提
言
に
力
点
が
置
か
れ
、
実
証
研
究
を
通
じ
た
実
態
の
解
明
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
政
治
的
要
因
に
よ
る
様
々
な
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
近
年
で
は
、
二
元
指
導
体
制
、
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垂
直
管
理
部
門
、
再
集
権
の
矛
盾
等
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
学
術
的
に
も
意
義
の
大
き
い
研
究
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

日
本
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
手
堅
い
実
証
研
究
は
見
受
け
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
、
ポ
ス
ト
鄧
小
平

を
め
ぐ
る
中
国
分
裂
や
地
方
主
義
の
問
題
の
深
刻
化
と
い
う
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
関
心
が
圧
倒
的
に
強
く
、
学
術

的
に
意
義
の
大
き
い
研
究
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
、
従
来
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

問
題
関
心
が
薄
れ
る
一
方
で
、
中
国
分
裂
や
民
主
化
へ
の
思
い
入
れ
を
止
揚
し
た
、
学
術
的
に
も
水
準
の
高
い
研
究
成
果
が
着
実
に
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
化
の
課
題
を
挙
げ
た
い
。
一
九
六
〇
年
代
末
、

フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ャ
ー
マ
ン
ら
は
、
中
央
・
地
方
関
係
の
基
本
構
造
と
し
て
の
二
元
指
導
体
制
の
存
在
を
喝
破
し
た（

11
（

。
文
革
期
以
降
は
、

現
代
中
国
に
お
け
る
政
治
ア
ク
タ
ー
の
多
元
性
に
関
心
が
集
ま
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
パ
リ
ス
・
チ
ャ
ン
ら
に
よ
り
、
利
益
集
団

ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
中
央
・
地
方
関
係
を
分
析
す
る
試
み
が
行
わ
れ
た（

11
（

。
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
経
済
官
僚
機
構
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
基
づ
き
、
ケ
ネ
ス
・
リ
バ
サ
ー
ル
ら
に
よ
っ
て
分
散
的
権
威
主
義
モ
デ
ル
が
提
起
さ
れ
た
が（

11
（

、
そ
れ
は
一
九
八
〇
年

代
末
以
降
の
中
央
・
地
方
関
係
の
変
化
を
捉
え
切
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
中
国
の
中
央
・

地
方
関
係
を
捉
え
る
分
析
枠
組
と
し
て
、「
中
国
式
市
場
保
全
型
連
邦
主
義（

11
（

」
や
「
重
層
的
集
権
体
制（

11
（

」
な
ど
の
提
唱
が
行
わ
れ
た
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
話
題
性
の
わ
り
に
、
学
術
的
に
は
有
意
な
新
奇
性
に
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
前
述
の
分
散
的
権
威
主
義
モ
デ
ル
の
有
効
性
に
疑
義
が
生
じ
て
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
有
力

な
モ
デ
ル
は
提
起
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
江
沢
民
政
権
以
来
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
再
集
権
以
降
の
様
々
な
矛
盾

を
も
説
明
し
得
る
新
た
な
る
モ
デ
ル
構
築
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

次
に
、
比
較
研
究
の
復
活
強
化
の
課
題
を
提
起
し
た
い
。
ド
ー
ク
・
バ
ー
ネ
ッ
ト（

11
（

、
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ャ
ー
マ
ン（

11
（

、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
タ
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ウ
ン
ゼ
ン
ト（

11
（

ら
先
駆
者
た
ち
に
は
、
ソ
連
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
を
捉
え
よ
う
と
す
る
志
向
性
が
強
く

あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
末
に
中
兼
和
津
次
は
ソ
連
と
の
比
較
に
基
づ
き
、
現
代
中
国
の
「
緩
い
集
権
制
」
と
し
て
の
特
徴
を
指
摘
し
た（

11
（

。

一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
も
、
ソ
連
に
お
け
る
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
中
国
に
お
け
る
改
革
・
開
放
政
策
、
ソ

連
・
東
欧
の
社
会
主
義
体
制
崩
壊
と
中
国
に
お
け
る
市
場
経
済
化
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
、
社
会
主
義
体
制
の
比
較
研
究
に
対
す
る

志
向
性
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
成
果
と
し
て
は
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（

1（
（

や
ス
ー
ザ
ン
・
シ
ャ
ー

ク
の
研
究（

11
（

等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
社
会
主
義
体
制
の
比
較
研
究
へ
の
関
心
は
薄
れ
て
し
ま
い
、
学
術
的

に
有
意
な
新
奇
性
の
あ
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
社
会
主
義
体
制
の
比

較
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
観
点
か
ら
の
比
較
研
究
も
望
ま
れ
よ
う（

11
（

。

最
後
に
、
歴
史
研
究
の
成
果
を
い
か
に
取
り
入
れ
る
か
と
い
う
課
題
を
挙
げ
た
い
。
近
年
、
明
・
清
代
や
中
華
民
国
期
の
研
究
に
は

大
き
な
進
展
が
見
ら
れ
る（

11
（

。
た
と
え
ば
、
明
・
清
代
お
よ
び
中
華
民
国
期
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究（

11
（

か
ら
は
、

現
在
の
中
央
・
地
方
関
係
を
考
察
す
る
上
で
も
啓
発
を
受
け
る
点
が
多
い
。
ま
た
、
清
末
か
ら
中
華
民
国
期
に
か
け
て
の
「
分
省
論
」

お
よ
び
「
廃
省
論
」
を
め
ぐ
る
論
争（

11
（

、
連
邦
主
義
の
受
容
を
め
ぐ
る
論
争（

11
（

な
ど
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
今
日
的
意
義
を
極
め

て
有
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
「
連
省
自
治
」
に
つ
い
て
の
研
究（

11
（

の
進
展
か
ら
も
得
ら
れ

る
も
の
が
多
々
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
う
上
で
、
伝
統
中
国
・
近
代
中
国
の
研

究
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
は
大
き
い
。
と
り
わ
け
、
中
央
・
地
方
関
係
に
お
け
る
歴
史
的
連
続
性
あ
る
い
は
歴
史
的
類
似
性
を
考
慮
に
入

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
研
究
の
深
化
を
期
待
で
き
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈
謝
辞
〉　

本
研
究
は
、
慶
應
義
塾
学
事
振
興
資
金
の
補
助
を
受
け
て
行
わ
れ
た
。
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注（
1
（
原
則
と
し
て
、
雑
誌
論
文
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
本
稿
が
そ
も
そ
も
全
て
の
研
究
を
網
羅
し
て
紹
介
す
る
こ
と
を
目

的
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
以
外
に
、
第
一
に
、
言
及
す
べ
き
も
の
が
膨
大
な
数
に
の
ぼ
り
、
紙
幅
の
関
係
上
、
大
幅
な
ペ
ー
ジ
増
と
な
っ

て
し
ま
う
と
と
も
に
、
読
者
に
と
っ
て
も
、
取
り
上
げ
る
対
象
が
広
が
り
過
ぎ
て
、
焦
点
が
つ
か
み
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る

こ
と
、
第
二
に
、
書
籍
そ
れ
も
単
著
を
優
先
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
各
々
の
研
究
者
の
体
系
的
な
考
え
方
を
紹
介
で
き
、
読
者

に
、
各
研
究
者
と
そ
の
研
究
成
果
の
つ
な
が
り
を
明
確
に
理
解
し
て
も
ら
い
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
研
究

動
向
を
語
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
雑
誌
論
文
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
と
付
言
し
て
お
き
た
い
。

（
2
（
以
下
、
任
哲
『
中
国
の
土
地
政
治
―
中
央
の
政
策
と
地
方
政
府
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
七
―
八
頁
。

（
3
（Elizabeth	J.	Perry,	M

erle	Goldm
an,	eds,	G

rassroots P
olitical R

eform
 in C

ontem
porary C

hina,	Cam
bridge,	M

A
:	

H
arvard	U

niversity	Press,	2007;	Y
ongshun	Cai,	Collective R

esistance in China: W
hy Popular Protests Succeed or 

Fail, 	Stanford:	Stanford	U
niversity	Press,	2010.

（
4
（Zhiyue	Bo,	Chinese Provincial Leaders: E

conom
ic Perform

ance and Political M
obility since 1949 ,	A

rm
onk,	N

Y
:	

M
.E.Sharpe,	2002;	John	Fitzgerald,	ed.,	R

ethinking China ’s Provinces,	London:	Routledge,	2002;	Jae	H
o	Chung,	T

ao-
Chiu 	Lam

,	eds.,	C
hina ’s L

ocal A
dm

inistration: T
raditions and C

hanges in the Sub-N
ational H

ierarchy, 	London,	
Routledge,	2010.

（
5
（
金
太
軍
・
趙
暉
等
『
中
央
与
地
方
政
府
関
係
建
構
与
調
諧
』
広
東
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
6
（
劉
亜
平
『
当
代
中
国
地
方
政
府
間
競
争
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。

（
7
（
汪
偉
全
『
地
方
政
府
競
争
秩
序
的
治
理
―
基
於
消
極
競
争
行
為
的
研
究
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
8
（
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
問
題
が
起
こ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
中
央
は
地
方
を
統
制
で
き
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
論
証
は
な
く
、

具
体
的
な
事
例
に
基
づ
く
議
論
も
展
開
さ
れ
て
お
ら
ず
説
得
力
が
な
い
。	

（
9
（
張
緊
跟
『
当
代
中
国
政
府
間
関
係
導
論
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。
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（
10
（
張
緊
跟
『
当
代
中
国
地
方
政
府
間
横
向
関
係
協
調
研
究
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
11
（
張
志
紅
『
当
代
中
国
政
府
間
縦
向
関
係
研
究
』
天
津
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
12
（
馮
興
元
『
地
方
政
府
競
争
―
理
論
範
式
、
分
析
框
架
与
実
証
研
究
』
訳
林
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。

（
13
（
江
曙
霞
等
『
改
革
開
放
中
的
地
方
政
府
―
廈
門
変
遷
三
〇
年
標
本
考
察
』
格
致
出
版
社
・
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
14
（
た
と
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
張
千
帆
『
国
家
主
権
与
地
方
自
治
―
中
央
与
地
方
関
係
的
法
制
化
』
中
国
民
主
法
制
出

版
社
、
二
〇
一
二
年
。
熊
文
釗
『
大
国
地
方
―
中
国
中
央
与
地
方
関
係
憲
政
研
究
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。
熊
文
釗
主
編

『
大
国
地
方
―
中
央
与
地
方
関
係
法
治
化
研
究
』
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
15
（
周
振
超
『
当
代
中
国
政
府
“
条
塊
関
係
”
研
究
』
天
津
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
16
（
以
下
、
同
右
書
、
二
五
八
―
二
六
三
頁
。

（
17
（
李
瑞
昌
『
政
府
間
網
絡
治
理
―
垂
直
管
理
部
門
与
地
方
政
府
間
関
係
研
究
』
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
18
（
同
右
、
一
―
二
頁
。

（
19
（
以
下
、
同
右
書
、
一
五
一
お
よ
び
一
七
四
頁
。

（
20
（
李
の
研
究
に
は
、
垂
直
管
理
部
門
の
概
念
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
モ
デ
ル
化
し
た
点
に
先
駆
的
意
義

が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
垂
直
管
理
部
門
の
設
置
を
め
ぐ
る
関
係
機
関
の
間
の
権
力
闘
争
や
中
国
共
産
党
内
の
政
策
論
争
に
つ
い
て
の
考

察
が
欠
如
し
て
い
る
点
が
悔
や
ま
れ
る
。

（
21
（
馬
斌
『
政
府
間
関
係
：
権
力
配
置
与
地
方
治
理
―
基
於
省
、
市
、
県
政
府
間
関
係
的
研
究
』
浙
江
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
22
（
徐
現
祥
・
王
賢
彬
『
中
国
地
方
官
治
理
的
増
長
績
効
』
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
23
（
そ
の
根
拠
と
し
て
、
省
指
導
者
の
任
期
が
短
く
不
安
定
に
な
る
と
、
政
策
も
短
期
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
点
を
強
調
し
た
。	

（
24
（
雷
志
宇
『
中
国
県
郷
政
府
間
関
係
研
究
―
以
Ｊ
県
為
個
案
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
25
（
同
右
、
三
七
頁
。

（
26
（
葉
貴
仁
『
郷
鎮
領
導
人
的
権
力
与
責
任
研
究
―
対
一
個
経
済
発
達
鎮
的
事
案
考
察
：
二
〇
〇
一
―
二
〇
〇
九
』
華
南
理
工
大
学
出
版
社
、
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二
〇
一
〇
年
。	

（
27
（
浦
善
新
『
中
国
行
政
区
劃
改
革
研
究
』
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
六
年
。
田
穂
生
・
羅
輝
・
曾
偉
『
中
国
行
政
区
劃
概
論
』
北
京
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
28
（
賀
曲
夫
『
中
国
当
代
省
制
改
革
展
望
』
中
国
経
済
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
29
（
趙
聚
軍
『
中
国
行
政
区
劃
改
革
研
究
―
政
府
発
展
模
式
轉
型
与
研
究
範
式
轉
換
』
天
津
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
九
頁
。

（
30
（
以
下
、
同
右
書
、
二
〇
六
―
二
一
〇
頁
。

（
31
（
理
論
や
モ
デ
ル
偏
重
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
問
題
は
、
日
本
と
て
他
人
事
で
は
な
く
、
他
山
の
石
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
32
（
陳
政
一
『
九
十
年
代
以
来
中
国
大
陸
地
方
政
府
貪
腐
現
象
』
秀
威
資
訊
科
技
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
〇
六
年
。

（
33
（
蔡
文
軒
『
中
共
政
治
改
革
的
邏
輯
―
四
川
、
広
東
、
江
蘇
的
個
案
比
較
』
五
南
図
書
出
版
公
司
、
二
〇
一
一
年
。

（
34
（
以
下
、
同
右
書
、
一
四
三
お
よ
び
一
九
四
頁
。

（
35
（
王
保
林
『
中
国
に
お
け
る
市
場
分
断
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
頁
。

（
36
（
張
忠
任
『
現
代
中
国
の
政
府
間
財
政
関
係
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。

（
37
（
以
下
、
同
右
書
、
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
。

（
38
（
梶
谷
懐
『
現
代
中
国
の
財
政
金
融
シ
ス
テ
ム
：
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
中
央
―
地
方
関
係
の
経
済
学
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
。

（
39
（
前
掲
、
任
『
中
国
の
土
地
政
治
』、
一
五
頁
。

（
40
（
以
下
、
同
右
書
、
八
―
九
頁
。

（
41
（
三
宅
康
之
『
中
国
・
改
革
開
放
の
政
治
経
済
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
四
頁
。

（
42
（
以
下
、
同
右
書
、
二
〇
四
、
二
〇
六
、
二
一
一
頁
。

（
43
（
三
宅
の
主
張
は
、
企
業
家
型
地
方
指
導
者
モ
デ
ル
や
“
合
理
的
選
択
新
制
度
理
論
”
に
依
拠
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
44
（
磯
部
靖
『
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
―
広
東
省
に
お
け
る
地
方
分
権
と
省
指
導
者
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
。

（
45
（
前
掲
、
任
『
中
国
の
土
地
政
治
』、
七
頁
。
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（
46
（
厳
家
其
『
聯
邦
中
国
構
想
』
経
聯
出
版
、
一
九
九
二
年
。

（
47
（
呉
稼
祥
『
頭
対
著
墻
―
大
国
的
民
主
化
』
聯
経
、
二
〇
〇
一
年
。
呉
稼
祥
『
聯
邦
化
―
中
華
第
三
共
和
国
之
路
』
明
鏡
出
版
社
、
二
〇

〇
四
年
。

（
48
（
劉
迪
『
近
代
中
国
に
お
け
る
連
邦
主
義
思
想
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
。

（
49
（
鄭
永
年
『
中
国
的
“
行
為
聯
邦
制
”：
中
央
―
地
方
関
係
的
変
革
与
動
力
』
東
方
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
。Zheng	Y

ongnian,	D
e 

Fact Federalism
 in C

hina: R
eform

s and D
ynam

ics of C
entral-L

ocal R
elations,	Singapore	and	London:	W

orld	
Scientific,	2007.

（
50
（
国
分
良
成
「
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
」、
野
村
浩
一
他
編
『
現
代
中
国
研
究
案
内
』（
岩
波
講
座
現
代
中
国
別
巻
2
（
岩
波
書
店
、
一
九

九
〇
年
、
八
〇
頁
。

（
51
（
近
年
で
は
、
中
国
政
府
が
推
し
進
め
る
“
省
管
県
”
改
革
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参

照
さ
れ
た
い
。
周
仁
標
『“
省
管
県
”
改
革
的
動
因
、
困
境
与
体
制
創
新
研
究
』
安
徽
師
範
大
学
出
版
、
二
〇
一
二
年
。

（
52
（Franz	Schurm

ann,	Ideology and O
rganization in C

om
m

unist C
hina,	Second	Edition,		Berkeley:		U

niversity	of	
California	Press,	1968.

（
53
（Paris	H

.	Chang,	Pow
er and Policy in China,	U

niversity	Park:	Pennsylvania	State	U
niversity	Press,	1975.

（
54
（K

enneth	G.	Lieberthal,	D
avid	M

.	Lam
pton,	eds.,	Bureaucracy, Politics, and D

ecision M
aking in Post-M

ao China,	
Berkeley:	U

niversity	of	California	Press,	1992.

（
55
（Gabriella	M

ontinola,	Y
ingyi	Q

ian,	and	Barry	R.	W
eingast,	 “Federalism

,	Chinese	Style:	T
he	Political	Base	for	

Econom
ic	Success	in	China ”,	W

orld Politics,	V
ol.	48,	N

o.	1,	O
ctober	1995.

ワ
イ
ン
ガ
ス
ト
ら
の
議
論
は
、
中
国
式
“
連
邦
主

義
”
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
ゆ
え
に
話
題
性
が
高
か
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
地
方
分
権
や
市
場
経
済
化
に
よ
り
経
済
発

展
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
知
見
に
は
、
学
術
的
に
有
意
な
新
奇
性
が
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
56
（
趙
宏
偉
『
中
国
の
重
層
的
集
権
体
制
と
経
済
発
展
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。
同
書
に
お
い
て
は
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
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関
係
が
「
重
層
的
集
権
体
制
」
と
い
う
名
称
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
観
点
は
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ャ
ー
マ
ン
が
大
躍
進
運
動
前

後
の
地
方
分
権
と
省
レ
ベ
ル
の
党
委
員
会
へ
の
権
限
集
中
を
論
じ
た
際
の
議
論
と
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
か
ら
学
術
的
新
奇
性
を
見

い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

（
57
（A

.	D
oak	Barnett,	w

ith	a	Contribution	by	Ezra	F.	V
ogel,	Cadres, Bureaucracy, and Political Pow

er in Com
m

unist 
China,	N

ew
	Y

ork:	Colum
bia	U

niversity	Press,	1967.

（
58
（Franz	Schurm

ann,	1968,	op. cit..

（
59
（Jam

es	R.	T
ow

nsend,	Politics in China,	Second	Edition,	Boston:	Little	Brow
n	&

	Com
pany,	1974.

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・	

Ｒ
・

タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
（
小
島
朋
之
訳
（『
現
代
中
国
―
政
治
体
制
の
比
較
分
析
』
慶
應
通
信
、
一
九
八
〇
年
。

（
60
（
中
兼
和
津
次
「
中
国
―
社
会
主
義
経
済
制
度
の
構
造
と
展
開
」、
岩
田
昌
征
編
『
経
済
体
制
論
Ⅳ　

現
代
社
会
主
義
』
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九
七
九
年
。

（
61
（
岡
部
達
味
・
佐
藤
経
明
・
毛
里
和
子
編
『
中
国
社
会
主
義
の
再
検
討
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
八
六
年
。
山
極
晃
・
毛
里
和
子

編
『
現
代
中
国
と
ソ
連
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
八
七
年
。

（
62
（Susan	L.	Shirk,	T

he Political Logic of E
conom

ic R
eform

 in China,	Berkeley:	U
niversity	of	California	Press,	1993.

（
63
（
た
と
え
ば
、
森
田
朗
編
『
ア
ジ
ア
の
地
方
制
度
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
（
は
、
そ
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
評
価
で
き
る
。

（
64
（
飯
島
渉
・
田
中
比
呂
志
編
『
二
一
世
紀
の
中
国
近
現
代
史
研
究
を
求
め
て
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
六
年
。
飯
島
渉
・
久
保
享
・
村
田
雄

二
郎
編
『
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
国
史
2　

近
代
性
の
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
。

（
65
（
山
本
英
史
編
『
伝
統
中
国
の
地
域
像
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
。
山
本
英
史
『
清
代
中
国
の
地
域
支
配
』
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
。
岩
井
茂
樹
『
中
国
近
世
財
政
史
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
。
金
子
肇
『
近
代
中
国
の

中
央
と
地
方
―
民
国
前
期
の
国
家
統
合
と
行
財
政
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
。
味
岡
徹
『
中
国
国
民
党
訓
政
下
の
政
治
改
革
』
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
八
年
。
田
中
比
呂
志
『
近
代
中
国
の
政
治
統
合
と
地
域
社
会
―
立
憲
・
地
方
自
治
・
地
域
エ
リ
ー
ト
―
』
研
文
出
版
、
二
〇

一
〇
年
。
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（
66
（
味
岡
徹
「
日
中
戦
争
時
期
に
お
け
る
蒋
介
石
の
省
区
縮
小
運
動
」、
姫
田
光
義
・
山
田
辰
雄
編
『
中
国
の
地
域
政
権
と
日
本
の
統
治
』
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
。
張
文
範
主
編
『
中
国
省
制
』
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。

（
67
（
前
掲
、
劉
『
近
代
中
国
に
お
け
る
連
邦
主
義
思
想
』。

（
68
（
塚
本
元
『
中
国
に
お
け
る
国
家
建
設
の
試
み
―
湖
南
一
九
一
九
―
一
九
二
一
年
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
。


